
令和６年度予算の修正及び
診療時間の延長について

資料１

北河内こども夜間救急センター
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北河内こども夜間救急センターの概要

北河内こども夜間救急センター（旧：北河内夜間救急センター、以下「救急センター」という。）は、
昭和５５年に守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市の北河内７市で「北河内
夜間救急センター協議会」を設置し、軽症患者を診療する診療所として、寝屋川市で運営を開始しまし
た。
しかし、当時の全国的な医師不足により医師は疲弊し、救急センターにおいても、小児科医の確保が

困難な状況となってきたことから、小児救急医療体制が引き続き維持できるよう、救急センターを市立
枚方市民病院（平成２６年９月より市立ひらかた病院）に隣接する枚方市立保健センター（平成２６年
４月より枚方市保健センター）内へ移設し、限られた小児科医師が効率的に診療できるよう、医療資源
の集約化を図るため、平成２２年１１月から、枚方市において新たな救急センターでの診療をスタート
しました。
令和３年（2021年）９月１日から市立ひらかた病院に隣接する枚方市医師会館に移設し、小児専門の

夜間救急センターであることが明確にわかるようにするため、診療所名を「北河内こども夜間救急セン
ター」に改称しました。

運営：北河内夜間救急センター協議会（「地方自治法第２５２条の２の２」の規定による）
【構成：守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市】
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北河内夜間救急センター

北河内こども夜間救急センター
市立ひらかた病院

令和３年９月１日移設

キャノピー

所在地 枚方市禁野本町２丁目１４－１６
（枚方市医師会館１階）

診療科目 小児科（中学３年生まで）
診療時間 毎日 午後９時～翌午前６時まで
電話番号 ０７２－８４０－７５５５

【所在地等】
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協議会体制・出務体制

曜日 出務者

月曜日 関西医科大学 看２・薬１・医事２

火曜日 大阪医科薬科大学 看２・薬１・医事２

水曜日 大阪医科薬科大学 看２・薬１・医事２

木曜日 関西医科大学 看２・薬１・医事２

金曜日 大阪医科薬科大学 看２・薬１・医事２

土曜日
河北医師会連合※
公募医師

看３・薬1.5・医事２

日曜日
谷内医師
淀川キリスト教病院
（R6～ 関西医科大学）

看３・薬1.5・医事２

※第２土曜日のみ関西医科大学と大阪医科薬科大学で交互に
出務
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医師の働き方改革について

医師の働く環境を整備し、
医療の質・安全を確保すると同時に、持続可能な医療提供体制を維持していく。

平成30年（2018年）７月６日交付の「働き方改革を推進するための関係法律
の整備に関する法律」により、労働基準法が改正され、勤務医に対する時間外
労働規制が令和６年（2024年）４月１日から適用。

①時間外労働の上限規制（原則時間外 年960時間 月100時間未満）
②医療機関勤務環境評価センターの設置
③追加的健康確保措置

改革のポイント

●連続勤務時間制限28時間
●勤務間インターバル9時間(終業時刻から次の始業時刻までの休息時間）
●代償休息(休息時間にやむを得ず従事した労働時間と同じ時間の休息時間）

法改正により義務化
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労働基準法では、労働基準監督署長の許可を受けた医療機関は、労
働時間規制の適用を除外する「宿日直許可制度」※について規定。

※宿日直許可制度

常態としてほとんど労働することがなく、労働時間規制を適用しな
くとも必ずしも労働者保護に欠けることのない宿直又は日直の勤務で
断続的な業務（基本的に当直室で待機するだけの比較的ゆったりとし
た勤務）については、労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時
間規制を適用除外とするもの。

宿日直許可の有無が医師の診療時間に大きく影響

宿日直許可について

宿日直許可の申請手続きをすすめる
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①雇用主（使用者）に宿日直許可を与えるものであり、北河内こども
夜間救急センターと医師との雇用関係が不明確

②21時～22時は患者数が多く宿日直許可取得は困難

①雇用関係を明確化するための整理
・雇用条件通知書の発出
・税務署への届出
・各医師会と締結している協定書・覚書の見直し
②現状 22時～翌6時（8時間）で宿日直許可申請

労基からの指摘

対応案

宿日直許可申請にあたっての課題

済

7



雇用関係を明確にするために、各医師会と締結してる協定書・覚書を見直し、
北河内夜間救急センター協議会として直接給与（出務費）を支出する運用に変
更を行いました。

協定書・覚書の見直しポイント

【見直し前】
① 医師及び看護師の出務費については、河北

医師会連合が実績を取りまとめ、診療業務
実施にあたり必要な協力費とあわせて協議
会に請求

② 協議会は①の請求を受けて、委託料として
河北医師会連合に支出。

③ 河北医師会連合は②で受けた委託料のうち、
出務費分を医師及び看護師に支出

【見直し後】
① 河北医師会連合は、診療業務実施にあたり必

要な協力費のみを協議会に請求
② 協議会は①の協力に必要な費用を委託料とし

て、河北医師会連合に支出

協定書及び覚書の見直しについて
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北河内夜間救急センター協議会
※地方自治法第252条の2に基づく

事務局：枚方市健康福祉政策課

事務局：枚方市医師会

①物品購入・支払等の日常事務②各種委託契約等
の契約事務③協議会・運営調整会議・実務者会議
等の開催運営

①医師、看護師の出務調整②医師、看護師への報
酬の支払い③協議会への請求事務④河北医師会連
合の経理全般⑤確定申告等の手続き

協
定
・
覚
書

出務費：勤務日数×単価
交通費：勤務日数×単価
管理医師手当：10,500円/日
協力費：60万円/月

委
託
料
の
支
払

委
託
料
の
請
求

河北医師会連合

出務医師・看護師

給与支払
源泉発行

協定・覚書見直し前に基づく運用 協定・覚書見直し後の運用

北河内夜間救急センター協議会
※地方自治法第252条の2に基づく

事務局：枚方市健康福祉政策課

①物品購入・支払等の日常事務②各種委託契約等
の契約事務③協議会・運営調整会議・実務者会議
等の開催運営

事務局：枚方市医師会

①医師等の出務調整に関すること②医師等の
確保に関すること③医師等の出務実績及び支
払実績の取りまとめに関すること④その他

河北医師会連合

協
定
・
覚
書

委
託
料
の
支
払

委
託
料
の
請
求

管理医師手当：10,500円/日
協力費：60万円/月

出務医師・看護師

給与支払
源泉発行

これまで委託料として医師会連合に支出していた出務費
及び交通費を、協議会から各医師等に直接支出する運用に
見直す。

見直し後の運用方法

済
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令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人）

北河内こども夜間救急センター 患者推移

令和元年度
年度合計6,792人

令和２年度
年度合計2,335人

令和３年度
年度合計3,526人

令和４年度
年度合計4,667人

令和５年度
12月まで4,370人

コロナ禍以降、患者数は増
加傾向にある。
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豊能広域こども救急センター
平日18時30分～翌6時30分
土曜14時30分～翌6時30分
休日8時30分～翌6時30分

高槻島本夜間休日応急診療所
平日20時30分～翌6時30分
土曜14時30分～翌6時30分
休日9時30分～翌6時30分
【参考】
午前6時台受診者数
108人(令和5年4月～12月）

北河内こども夜間救急センター
平日20時30分～翌5時30分
土曜20時30分～翌5時30分
休日20時30分～翌5時30分

中河内小児初期救急広域事業
市立東大阪医療センター

河内総合病院
八尾市立病院

～翌8時00分または8時30分

小児初期救急夜間なし

小児初期救急夜間なし

堺市こども急病診療センター
平日20時30分～翌4時30分
土曜17時30分～翌4時30分
休日9時30分～翌4時30分

中央急病診療所
平日22時00分～翌5時30分
土曜15時00分～翌5時30分
休日17時00分～翌5時30分

大阪府内小児初期救急受付時間
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小児初期救急医療体制の充実

北河内こども夜間救急センターの早朝時間(午前6時～7時)の診療時間を延長
し医療体制の充実を図る。

医師が安心して働くことができる

初期小児救急医療体制の充実

初期小児救急医療体制の確保・維持

早
朝
診
療
時
間
の
延
長

市
民
が
安
心
し
て
子
育
て

で
き
る
環
境
の
整
備

他の小児初期救急
医療機関の診療時
間と比較し診療時
間が短い
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勤務間インターバルの課題

勤務間インターバル9時間が義務化

大学病院で勤務 大学病院で勤務9時間の休息が必要

9時 9時17時

Q.宿日直許可を得た医療機関での勤務はインターバル(休息時間）となるのか？

A.宿日直許可を得た宿日直について、24時間を経過するまでに連続して9時間以上
従事する場合には、9時間の連続した休息が確保されたものとみなし、勤務間イ
ンターバルに充てることができる。

北河内こども夜間救急センターの場合はどなるのか？
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9時 17時 21時 22時 6時 9時 15時
8時間の宿日直許可

24時間

移動

始業① 病院A勤務 始業②
病院B勤務

（北河内夜間） 始業③
病院A勤務

病院Aの始業までに9時間の休息が必要

移動 移動

【宿日直許可取得に対する各医局の意見】
関西医大：４月からの宿日直許可は無理としても、早い段階で９時間の宿日直許可の取得を希望。その取得時期を示すととも

に、宿日直許可までの間の派遣依頼の提出を。
大阪医薬大：地域医療に支障を生じさせるわけにはいかないことは理解しているが調整ができるのか内部で相談（早期の取得

を希望）。

図１

勤務間インターバルに対する
北河内こども夜間救急センターの現状について

【宿日直許可取得に対する各医局の意見】
関西医大：４月からの宿日直許可は無理としても、早い段階で９時間の宿日直許可の取得を希望。その取得時期
を示すとともに、宿日直許可までの間の派遣依頼の提出を。
大阪医薬大：地域医療に支障を生じさせるわけにはいかないことは理解しているが調整ができるのか内部で相談
（早期の取得を希望）。

早めに手続
きを・・・

文書で示して
ほしい・・ 15



早朝時間延長をすることで、9時間の宿日直許可取得が可能

宿日直許可時間に対する対応について
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今後のスケジュール（案）
開設時間延長による増額分は協定変更による差額（消費税分)で対応し、

各市負担金増額による補正予算要求なし

月
手続

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

会議等
19日協議会
延長方針承認

幹事会/協議会
決算補正等

従事者
確保等

医事業務
委託調整

周知等

行政
手続

労基
関連

９月１日から

診療時間延長開始

薬剤師会協定
締結／医師会
協議（※）

変更契約締結/受付従事者等調整◎

✖ 契約解除

時間延長にかかる
現行事業者との協議

入札手続 契約/引継

各市議会報告後に
雇用通知書発出/延長後の出務調整

議会報告 市民周知（各市広報・SNS等）

こども医療体制の拡充
（診療時間：21時から翌朝７時）

出務実績
患者数等記録

宿日直許可
申請(９時間)

保健所・近畿厚生局への変更届

（※）薬剤師会との協定締結は４月１日付で実施予定。９月の診療時間延長については、協定再締結は不要だが、
７市医師会への説明は必要。
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許可取得
（許可時間：22時から翌朝7時）


